
第２次集中改革プラン 

菊川市行財政改革 

ー市民満足度の高い市政運営ー 

【後期計画】 平成２５年度～平成２７年度 

菊 川 市 

平成２４年12月 策定 

平成2６年７月 改訂 



１．第２次集中改革プランの期間と目標・・・・・・・・・・・・・１

２．第２次集中改革プラン（後期計画）体系図・・・・・・・・２

３．第２次集中改革プラン推進計画・・・・・・・・・・・・・・・・３

1 多様な担い手の育成

2 コミュニティ協議会の活性化

3 行政サービスの見直し

4 施設の運営形態の見直し

5 選択と集中のための評価の実施

6 人事管理の効率的な推進

7 職員力を高める環境整備と職場風土の醸成

8 市税等の収納率の向上

9 財政力の向上

10 公営企業会計の健全化

11 歳入の確保と地域経済の活性化

目 次 



- 1 -

現状（H23）
市民満足度

上昇 63.0%

上昇 41.7%
財政指標

経常収支比率 80.0% 84.4%
財政調整基金残高 17億2500万円 22億8,473万円

市民活動団体の育成
60団体 50団体

認証NPO法人数 20団体 16団体

指標・目標値（平成27年度）

市民の力が住み良いまちづくりに活かされて
いるまちだと感じている市民の割合
多様なニーズに対応できる効率的・効果的な
行政運営が行われているまちだと思う市民の
割合

地域づくり活動を推進する団体数

1

2

3

１．第２次集中改革プランの期間と目標 

 第２次集中改革プラン（後期計画）は、菊川市第２次行財政改革大綱（策定期間：平成22～平成27年度）に基づき、平成25年度か
ら平成27年度までの3か年に市として取り組む課題について具体的に示したものであり、後期計画として位置づけている。 
 プランの最終的な目的である『市民満足度の高い市政運営』を達成するため、「市民に信頼される行政の実現」、「簡素で効率的な
行政の実現」の２つの基本方針のもと、１１の計画項目を設け、全庁をあげて行財政の抜本的な改革を確実に実施するものである。 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 
見直し 

前 期 計 画 後 期 計 画 

市民満足度の高い市政運営 
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目標 改革の方策 ページ

１ 市民活動団体の育成 3
２ 男女が共に多様な能力を発揮できる環境づくり 3
３ 課題発見型コミュニティ協議会への成長促進 4
４ 市民活動における中間支援のしくみづくり 4
５ 認可保育園の延長保育の拡充 5

６
指定管理者制度導入施設の運営状況の評価によ
るパートナーシップの強化

5

７ 支所の今後の活用に関する調査・研究 5
８ 普通救命講習会の推進 5

９
体育施設(３体育館及び学校体育館以外)の指定
管理者制度の検討

6

１０ 給食センターの運営形態の検討 6
１１ デイサービスセンターの運営形態の検討 6
１２ 新幼保園の運営の検討 6
１３ 補助金の見直しの実施 7
１４ 使用料・手数料の見直しの実施 7
１５ 民間委託基本方針の見直し 7
１６ 時間外勤務の抑制 8
１７ 職員数の管理と適正配置の実施 8
１８ 元気な菊川市を創造する職員の育成 9

１９
現場からの業務改善の推進と職員提案制度の改
善

9

２０ 市税の収入率の向上 10
２１ 国保税の収納率の向上 10
２２ 保育料等の収納率の向上 11
２３ 給食費の収納率の向上 11
２４ 上下水道料の収納率の向上 11
２５ 介護保険料の収納率の向上 11
２６ 病院の未収金の収納率の向上 12
２７ 市営住宅使用料の収納率の向上 12
２８ 実質公債費比率及び将来負担比率の適正化 13
２９ 積立金と借入金の差額の黒字化 13
３０ 公共施設の長寿命化計画の策定 13
３１ 公営企業会計（水道）の経営健全化 14
３２ 公営企業会計（病院）の経営健全化 14
３３ 広告事業の検討 15
３４ 地域産業の強化 15
３５ ビジネス農業体への支援 15
３６ 茶業の振興 15

安定した財政基盤の確立

11

8

選択と集中のための評価の実施5

財政力の向上

公営企業会計の健全化

9

歳入の確保と地域経済の活性化

10

基本方針 計画項目（集中改革プラン項目）

A 市民に信頼される行政の実現

市民と行政との協働による
活動推進

1 多様な担い手の育成

市民サービスの向上 3

具体的な取り組み（実施メニュー）

施設の運営形態の見直し4

行政サービスの見直し

コミュニティ協議会の活性化2

市
民
満
足
度
の
高
い
市
政
運
営

人事管理の効率的な推進

職員力を高める環境整備と職場風土の醸成
組織力の向上

6

7

市税等の収納率の向上

Ｂ 簡素で効率的な行政の実現

新公共経営の推進

２．第２次集中改革プラン（後期計画） 体系図 
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H25 H26 H27

Ａ → → →

H25　54団体

H26　新規申請3団体

H27　新規申請3団体

→ → →

H25　11%

H26　18%

H27　25%

男女が共に地域活動へ積極的に参画し、誰もが
知識、経験、技能を活かし、まちづくりの重要な担
い手として活躍できるよう支援を行う。

市民活動団体の
育成

公共サービスの新たな担い手となりうる市民活動
団体について、１％地域づくり活動交付金制度の
検討を行い、交付申請団体数を増加させる。

(1)

基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

改革
方策

担当課名

新規申請団体数３
団体（各年度）

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

市
民
と
行
政
と
の
協
働
に
よ
る
活
動
推
進

(2)
男女が共に多様
な能力を発揮で
きる環境づくり

地域支援課

コミュニティ協議会
役員のうち、女性の
率を25%とする

地域支援課

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
の
実
現

1.多様な担い
手の育成

３．第２次集中改革プラン 推進計画 

- 3 -



- 4 -

H25 H26 H27

Ａ → → ◎

H25　5協議会

H26　8協議会

H27　11協議会

△ △ △

H25　検討

H26　検討

H27　方針決定・運営準備

取組項目の概要
改革
方策

現在は行政が直接コミュニティ協議会や市民活
動団体に対して、運営についての支援を行ってい
る。今後、自ら地域活動を協働し、実践できるよ
う、中間支援体制を構築する。(2)

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等

課題発見型コ
ミュニティ協議会
への成長促進

コミュニティ協議会に対し、市民活動支援講座の
開講や担当職員を派遣することにより、各協議会
における課題発見型活動を推進する。

平成27年度までに
11協議会で課題発
見型活動を年1回以
上実施

年度別計画
実施メニュー

(1) 地域支援課

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
の
実
現

市民活動におけ
る中間支援のし
くみづくり

市
民
と
行
政
と
の
協
働
に
よ
る
活
動
推
進

2.コミュニティ
協議会の活性
化

基本
方針

平成27年度に方針
決定

地域支援課

計画項目
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H25 H26 H27

Ａ ◎ → ◎

H25　実施

H26　継続実施

H27　実施

△ ◎ →

H25　指針、マニュアルの整備

H26　新たな制度に基づく制度運用

H27　継続実施

△ △ ◎

H25　方針決定

H26　市民へ周知

H27　実施

→ → →

H25　5,250人（延べ受講者数）

H26　6,000人（延べ受講者数）

H27　6,550人（延べ受講者数）

消防本部

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
の
実
現

(1)

計画項目

(2)

これまで指定管理者制度を導入し、平成24年度4
月現在9施設に導入している。公の施設の設置目
的等に基づく適正な施設の管理運営の一層の推
進を図るため、指定管理者制度に係る手引きを
作成し、モニタリングマニュアルの整備及びモニ
タリングを行う。

(3)

指定管理者制度
導入施設の運営
状況の評価によ
るパートナーシッ
プの強化

(4)

基本
方針

3.行政サービ
スの見直し

普通救命講習会
の推進

応急手当の実施により救命率を向上させることを
目的に、応急手当指導者の育成など、市民が普
通救命講習を受講しやすい環境づくりを図り、受
講者数の増員を目指す。

平成27年度実施園
数
H25 6箇所
H26 7箇所
H27 8箇所

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

平成27年度までの
総受講者数6,550人

保護者の就労形態の多様化に対応するため、通
常の開所時間（11時間）を超えて保育を行う保育
園を拡充する。

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等取組項目の概要

幼児教育課

年度別計画
実施メニュー

認可保育園延長
保育の拡充

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名
改革
方策

企画政策課
小笠総合
サービス課

新市建設計画で位置付けが明確に示されている
期間以降（平成27年度以降）の支所の今後の活
用や在り方に関する調査・研究を行う。

H27年度実施

支所の今後の活
用に関する調
査・研究

平成25年度に手引
き、マニュアルを整
備し、平成26年度か
ら運用する。

社会教育課
商工観光課
長寿介護課
企画政策課
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H25 H26 H27

B △ △ ◎

H25　検討

H26　方針決定

H27　実施

△ △ △

H25　方針検討・決定

H26　委託内容の精査及び検討

H27　精査及び検討内容の報告・確認

△ △ ◎

H25　検討

H26　方針決定

H27　実施

△ ◎ →

H25　方針決定

H26　供用開始

H27　継続実施･検証検討

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現 平成26年度方針決

定

(2)
給食センターの
運営形態の検討

学校教育の一環として責任を持って児童・生徒に
提供している給食について、給食の内容の充実と
効率的な運営を目的に、給食センターの運営形
態を検討する。

(1)

体育施設（３体
育館及び学校体
育館以外）の指
定管理者制度の
検討

市内14箇所あるグラウンドなどの体育施設につ
いて指定管理者制度を導入する。また、導入につ
いては体育施設が設置されている公園全体を含
めて検討する。

(4)
新幼保園の運営
の検討

4.施設の運営
形態の見直し

改革
方策

平成26年度方針決
定

新
公
共
経
営
の
推
進

幼保園の運営
H25方針決定、条例
制定
H26幼保園運営開
始
H27継続運営

幼児教育課

新幼保園の運営を決定し、設置条例・規則を制定
する。

社会教育課
都市整備課

平成25年度方針決
定

教育総務課
(給食セン
ター）

基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

長寿介護課(3)
デイサービスセ
ンターの運営形
態の検討

菊川市社会福祉協議会による指定管理を実施し
ている２デイサービスセンターについて、公の施
設として運営を継続するか検討し、方針決定す
る。

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等
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H25 H26 H27

B △ ◎ →

H25　準備

H26　見直し実施

H27　継続実施

→ △ ◎

H25　継続実施

H26　準備

H27　見直し実施

◎ → →

H25　準備・実施

H26　実施

H27　実施

利用者負担の適正
化を図る。

各課
企画政策課
財政課

各課
企画政策課
財政課

(3)
民間委託基本方
針の見直し

限られた財源の中で、より質の高いサービスを提
供するため、既に実施している民間委託につい
て、業務内容に応じた見直しを行う。

基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

5.選択と集中
のための評価
の実施

改革
方策

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等

各課
企画政策課
財政課

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現 民間委託基本方針

の見直しにより委託
事業の再評価を行
う。

(2)
使用料・手数料
の見直しの実施

使用料・手数料見直し指針に則り、サービスコス
ト、受益者負担割合、利用者区分、減免対象範囲
等について3年に1度の見直しを実施する。

(1)
補助金の見直し
の実施

補助金見直し指針に則り、3年に1度の見直しを
実施する。

補助金仕分けの実
施

新
公
共
経
営
の
推
進

- 7 -



- 8 -

H25 H26 H27

B ◎ → →

H26　前年度実績を下回る

H27　前年度実績を下回る

→ → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

H25　職員一人当り年平均時間外勤
     務時間数を100時間以下に抑制

平成27年度308人
（目標）
（消防・病院を除く職
員数） 総務課

基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

6.人事管理の
効率的な推進

改革
方策

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等

総務課

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現

(2)
職員数の管理と
適正配置の実施

行政運営の一層の効率化・合理化を進めるととも
に、時代に即した機能的な組織体制の構築を進
める。第２次定員適正化計画に基づく定員の適
正化に努め、重要施策や新たな行政課題に適切
に対処するための適正な職員配置により市民
サービスの向上を目指す。
◆平成23年度職員数（消防・病院を除く）　315人

(1)
時間外勤務の抑
制

職員の心身の健康の維持、ワーク・ライフ・バラン
スの推進、経費の削減等を図るため、時間外勤
務の抑制に努め活力ある職場環境を構築する。

職員一人当り年平
均時間外勤務時間
数を100時間以下に
抑制

組
織
力
の
向
上
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H25 H26 H27

B → → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

→ → →

H25　提案制度の改善の検討・実施

H26　継続実施

H27　継続実施

実施メニュー計画項目

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現

(1)
元気な菊川市を
創造する職員の
育成

職員研修等により習得した資質・能力を発揮する
機会として、業務改善や職員提案を一層奨励す
る。現場の発想を活かした業務改善制度を推進
し、経費や時間の削減、市民サービスの向上を
図るとともに、職員提案制度を充実させ、優れた
提案の施策等へ反映を検討する。7.職員力を高

める環境整備
と職場風土の
醸成

組
織
力
の
向
上

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

基本
方針

年度別計画
取組項目の概要

改革
方策

担当課名

(2)

総務課

年齢・経験年数・職階に応じた中長期的な研修計
画に基づき、求められる政策法務能力や政策形
成能力などの向上に向けた職員研修を継続的に
実施し、職員の能力を高める。併せて、職場内に
おけるＯＪＴを活性化させることで、研修により取
得した「能力」を「職員力」へ変えていく。

現場からの業務
改善の推進と職
員提案制度の改
善

業務改善・職員提
案数
１課１係1人１件以
上

（参考：H24年度目
標値410件）

企画政策課

研修参加職員数延
べ300人（各年）
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H25 H26 H27

B → → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

→ → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

8.市税等の収
納率の向上

改革
方策

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現 収入率（軽自動車

税：現年分+過年
度）
H25 93.00％
H26 93.00％
H27 93.00％

(1)
市税の収入率の
向上

現年分については、口座振替納税の推奨や現年
滞納者への電話催告などを実施するとともに、滞
繰分については、滞納者の実態調査を行い、差
押等の滞納処分や執行停止、静岡地方税滞納
整理機構等への事案移管など個別案件に即した
処理を計画的に実施する。

収入率（個人市民
税：現年分+過年
度）
H25 90.80％
H26 91.00％
H27 91.00％

安
定
し
た
財
政
基
盤
の
構
築

収納率
H25 現年分94.30％
　　　滞繰分16.20％
H26 現年分94.30％
　　　滞繰分16.20％
H27 現年分94.30％
　　　滞繰分16.20％

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等
基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

収入率（固定資産
税：現年分+過年
度）
H25 95.30％
H26 95.30％
H27 95.30％

税務課
市民課

(2)
国保税の収納率
の向上

口座振替納税の推奨や現年滞納者への電話催
告などを実施する。また、短期被保険者証の交付
及び資格証明書の発行など実施する。

税務課

- 10 -



- 11 -

H25 H26 H27

B → → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

→ → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

→ → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

→ → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

収納率
H25 現年分99.91％
H26 現年分99.91％
H27 現年分99.91％

教育総務課
（給食セン
ター）

水道課
下水道課

(5)
上下水道料の収
納率の向上

平成20年4月から上下水道料金の賦課・徴収業
務を民間事業者に委託している。平成25年度か
らの委託更新に合わせ更なる収納率の向上を目
指す。

基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

収納率（普通徴収）
H25 現年分88.13％
　　　滞繰分16.52％
H26 現年分88.35％
　　　滞繰分16.54％
H27 現年分88.38％
　　　滞繰分16.56％
H22 現年分87.8％

長寿介護課

8.市税等の収
納率の向上

改革
方策

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等

(6)
介護保険料の収
納率の向上

現年度分・滞繰分の未納者宅を訪問し、滞納整
理を行う。介護保険制度について、周知を図る。

【数値目標】
特別徴収分・・・100%
普通徴収分・・・「数値目標等」のとおり

幼児教育課
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現 現年分収納率

上水道98.00%
下水道98.32%

(4)
給食費の収納率
の向上

未納者については、学校から直接働きかけ徴収
するとともに、給食センターと連携を取り合いなが
ら面談し、完全納付に向けた取り組みを実施す
る。

(3)
保育料等の収納
率の向上

誓約書による意識付け、電話による定期的な督
促、分納や児童手当の充当など確実な収納管理
を行う。

保育料収納率
H25 現年分99.20％
　　　滞繰分15.70％
H26 現年分99.37％
　　　滞繰分24.00％
H27 現年分99.37％
　　　滞繰分25.00％

安
定
し
た
財
政
基
盤
の
構
築
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- 12 -

H25 H26 H27

B → → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

→ → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現

(8)
市営住宅使用料
の収納率の向上

現年度分・滞繰分の未納者宅を訪問し、滞納整
理を行う。

(7)
病院の未収金対
策の実施

未収金の主要因である入院費の窓口分納や交
通事故による保険会社一括支払等に対し重点的
に対応する。

8.市税等の収
納率の向上

改革
方策

各年度ごとの医業
収益に対する最終
的な未収金比率を
0.025％以内とす
る。

安
定
し
た
財
政
基
盤
の
構
築

菊川市立総
合病院

収納率
H25 現年分98.90％
　　　滞繰分18.00％
H26 現年分98.90％
　　　滞繰分18.00％
H27 現年分98.90％
　　　滞繰分18.00％

都市政策課

基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等
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- 13 -

H25 H26 H27

B → → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

◎ → →

H25　積立金と借入金の差額の黒字化

H26　積立金と借入金の差額の黒字化

H27　積立金と借入金の差額の黒字化

→ → ◎

H25　検討・準備

H26　基礎調査

H27　計画策定

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現 平成27年度計画策

定

(2)
積立金と借入金
の差額の黒字化

毎年度、現金資産及び負債の差額の黒字化を目
指す。

(1)
実質公債費比率
及び将来負担比
率の適正化

①実質公債費比率の健全化
②将来負担比率の健全化

9.財政力の向
上

改革
方策

①14.0%未満
　（Ｈ26年度決算）
②110％未満
　（Ｈ26年度決算）

安
定
し
た
財
政
基
盤
の
構
築

財政課

積立金残高及び長
期債残高
H25黒字化
H26黒字化
H27黒字化

財政課

基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

財政課(3)
公共施設の長寿
命化計画の策定

多くの公共施設は建設後一定の年数を経過し、
今後更新が必要となる時期が集中することが予
想される。損傷の軽微なうちに補修し、長持ちさ
せる予防型の維持管理を行い、公共施設の長寿
命化と予算の平準化を図る。

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等
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- 14 -

H25 H26 H27

B → → →

H25　経常利益額30,000千円

H26　経常利益額30,000千円

H27　経常利益額30,000千円

→ → →

H25　経常収支比率　95%

H26　経常収支比率　99%

H27　経常収支比率　100%

菊川市立総合計画
中期計画の推進
（基準内繰出額と
し、経常収支比率
100%を達成）

菊川市立総
合病院

基本
方針

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

担当課名

10.公営企業会
計の健全化

改革
方策

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等

水道課
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現

(2)
公営企業会計
（病院）の経営健
全化

病院事業は本来独立採算で経営されるべきもの
であるが、公立病院には不採算医療や高度医療
を担うといった使命があることから、その補填の
ための繰出しが一般会計からなされている。繰出
しについては、原則として総務省自治財政局長通
知の繰出基準（基準内繰出額）とし、収支均衡
（経常収支比率100%）を目指し、経営の健全化を
進める。

(1)
公営企業会計
（水道）の経営健
全化

これまでも公営企業債の繰上償還や民間委託の
導入など業務の効率化と経費節減に努めてき
た。今後も、安全で安定した水道水の供給を図る
ため、老朽化した水道施設の計画的更新と事業
の効率化や経費の節減により経営の健全化を進
める。

菊川市水道事業中
期経営計画の推進
（経常利益額30,000
千円を上回る）

安
定
し
た
財
政
基
盤
の
構
築
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H25 H26 H27

B △ ◎ →

H25　調査・検討・実施

H26　実施（新規・継続）

H27　実施（新規・継続）

◎ → →

H25　継続実施

H26　継続実施

H27　継続実施

→ → →

H25　15ビジネス農業体

H26　16ビジネス農業体

H27　17ビジネス農業体

→ → →

H25　3茶工場を支援

H26　10茶工場を支援

H27　10茶工場を支援

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施・策定   →:継続実施）

数値目標等

集中改革プラン（平成25年度～27年度）

平成25年度に各課
において洗い出しと
検討を実施し、可能
なものから実施す
る。

安
定
し
た
財
政
基
盤
の
構
築

茶業振興課(4)

年度別計画
実施メニュー計画項目 取組項目の概要 担当課名

平成27年度までに
23茶工場実施

茶価の低迷や担い手不足に対応した組織経営体
の改善と、共同摘採などの新たな生産体系への
取組みを促すため、中長期的視野に立った茶工
場の経営計画書の作成を支援し、産地力の強化
を図る。

平成27年度までに
17ビジネス農業体と
する

ネーミングライツ（命名権）も含めた公共施設への
広告など新たな広告媒体の洗出しと検討を行うと
ともに、市ホームページや広報印刷物などにおい
て引続き広告を募集します。
【新たな対象候補】
市道、運動場、図書(雑誌)、広報、街灯など

基本
方針

改革
方策

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
の
実
現

(2) 地域産業の強化

ビジネス農業体
への支援

11.歳入の確保
と地域経済の
活性化

(1) 広告事業の検討

(3)

茶業の振興

各課

H25-H27にかけて３
社以上の企業を誘
致
各種セミナーの定
期開催
H27までに６次産業
など新産業を１件以
上創出

商工観光課

農林課

新しい農業経営に向けての取組みを行うビジネ
ス農業体の推進普及活動や経営計画指導を行う
とともに、優良農地の集積と農業振興を図る。

※ビジネス農業体･･･経営を法人化した農業事業
団体。

静岡空港や東名高速道路、御前崎港などのイン
フラを有効に活用した企業誘致や、再生エネル
ギー産業など、新しい産業を誘致する。地元事業
者には活性化などの各種セミナーを開催します。
地域経済活性化懇話会を開催し、市内で新産業
の創出するなど、地域産業の強化に努めます。
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